
縢「 あ， 才＝」じ ‾ｉ↑ｉご分う３ １」４又ＪＫまト回ｉ

甘柿 ４年 ７万 ２７日

１。 計画策定の意義

快適でう るおいの ある 生活環境の創造のためには、大ｔ生産、 大な消費、大量廃棄に

支え られた社会経済・ ライ フス タイ ルを 見直 し、 循環や社会を形成 して いく 心要があ るｏ

その ため には 、社会を構成する 主体がそれぞれの 立場でそ の役割を認識 し、 履行 してい

くこ とが重要であ る。

本計画は 、容器包装に係る 分別 １」又集八び‾觜商品化の咀ニガ等 に関する 法律 （鉢下「 法」と

いう ）第 ８条に‾跟づいて一般廃棄物の大宗を尚める容器包装廃棄物を分ＳＩ」 １４又集 し、 地域

における容器包装廃棄物の ３Ｒ （リ デュース、リ ユース、 リサイク ル） を推進し、最終

祖分なの削減を図 る目 的で、市民・ 事業所・ 行政それぞれの役割や、具体的な推進方策

を緊 らか にす ると とも に、 これ をぬ表す るこ とに より 、すべて の関係者が一体と なって

取り 組むべき方針を示 した ものであ る。

本計画の推進によ り、 容器包装廃棄物の ３Ｒを推進するこ とによっ て、 廃棄物の減な

や最終処分場の延芻化、ｔ厰効果ガスの削減、資源の有効利Ｈ］が図られ、 循環型社会の

形成が回 られるも のである。

２． 基本的方 『ｌｉ』

本計画を実施する に范たっ ての基本的方向を八下に示す。

け） 容器包装廃棄物の発生抑制、再利ル］、 リサイクルを基本とした兆域社会づ くり

（２ ）全ての関係者が一体となった取組みによる環境負荷の低減

（３ ）市民・ 事業者・ 行政が一体と なった排ｍ抑制・ 資源化の促進

３． 計画期間

本計画の計画期間は、 令和 ５年 ４ナ］を始期 とする５ か年間と し、 令和 ７年度に見直す。

４． が象品目

本牡画は、容器包装廃棄物のう ち、 スチール製容器、 アル ミ製容器、ガラス製容器（無

を、 茶を、そ の他）、 飲料万］ 紙製容卷、段ボール、 その他の紙製容器包装、ペ ット ボト

ル、 プラ スチ ック 製容器包装を対象 とす る。



５。 各年度における容器包装廃棄物の排ｉｔの」むきみ

（ま第８ 条第 ２４第１ そ）

令和 ５年度 令和 ６年度 令和 ７年度 令和 ８年度 令和 ９年度

容器包装廃棄物 １， ４３ ４． ２ｔ １， ４１ ７． ２ｔ １Ａ００ ．４ｔ ］． ，３８３ ．８ｔ １， ３６ ７． ５ｔ

内　　訳

収集に係る

分別の区分

分別収集する 容器

包装廃棄物の種類
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

缶　類

スチール缶 ３７ ．７ ３７ ．３ ３６ ．９ ３６ ．４ ３６ ．０

アル ミ缶 ８５ ．３ ８４ ．３ ８３ ．３ ８２ ．３ ８１ ．４

小　　計 １２ ３．０ １２ １．６ １２ ０．２ １１ ８．７ ｎ７．４

瓶　類

無色 ガラス １０ ５．０ １０ ３．８ １０ ２．５ １０ １．３ １０ ０．１

茶色ガラス １２ ６．４ １２４．９ １２ ３．４ １２ １．９ １２ ０．５

その他の ガラス ３１ ．２ ３０．８ ３０ ．４ ３０ ．１ ２９ ．７

小　　計 ２６ ２．６ ２５ ９．５ ２５ ６．３ ２５３．３ ２５ ０．３

紙　類

段ボール ３３ ４．８ ３３ ０．８ ３２ ６．９ ３２３．０ ３１ ９．２

紙パ ック ３２ ．８ ３２ ．４ ３２ ．０ ３１ ．７ ３１ ．３

その他の紙製容器

包装
１９ ０．４ １８ ８．１ １８ ５．９ １８ ３．７ １８ １．５

小　計 ５５ ８．０ ５５ １．３ ５４ ４．８ ５３ ８．４ ５３ ２．０

プラ スチツ

ク類

ペッ トボ トル １０ ９．９ １０ ８．６ １０ ７、４ １０ ６．１ １０ ４．８

その 他の プラ スチ

ック製容器包装
３８ ０．７ ３７ ６．２ ３７ １．７ ３６ ７．３ ３６ ３．０

うち 白氈 トレイ ３．３ ３．２ ３．２ ３．２ ３．１

小　　計 ４９ ０．６ ４８ ４．８ ４７ ９．１ ４７ ３．４ ４６ ７．８

合　　計 １， ４３４．２ １， ４１ ７．２ １， ４００．４ １， ３８ ３．８ １， ３６ ７．５



６． 容器包装廃棄物の排出の抑制をＷ１１するための力｀策に関する事ＪＪｉ

（法第８条第２項第２ 号）

容器包装廃棄物の排かの抑制の促進を図 るた め、 ぶ下の方策を実施する 。なお、 実施

する に肖 たっ ては、市民・ 事業者・ 再生事業者がそれぞれの立場か ら役割を分担 し、相

荳に協力 ・連携を 巡る こと が重要で ある。

・環境教育、 啓発垢動の孔実

学校や加城社会の場におけ る翦Ｉ」 読本等をほＪＩ］ しか環境教育、学校給食に おけ る牛乳

パッ クの回収 ・リ サイ クルの廠組みやごみ処理施設の只学会な どあ らゆる機会を垢鴇

し、 市民、事業者に対 して 、ごみ排芭量の増大、 最終処分場のひつ 迫、 ごみ処Ｊミに要

する 経費 の急増等 ごみ処ミの状況につい ての情報 を提供し、懾識をほめ ても らう 。さ

らに 、ごみの排出抑制 、分ＳＩ」排 出、 再生利万］の意義‾反び効果並びにな室効果ガス 削減

等の環境負荷低減の効、宋こ、 ごみの適顯な ｍし方に関する教育啓発活動に積極的に取り

組む。

・過剰包装の抑制

簡易包装 の協力店や商店街等と の尨城協定や優良店表彰鼈度等 を導入す るな ど、ス

ーパーマーケ ット 等のノ」 ヽ売店での包装の簡素化を推進する。

・ぼ売包装の有料化、 買い物袋の持参の徹底

レジ袋等のノ」ヽ売包装の有料化、 繰り 万しイ吏用が凧能な回 い物袋（マイ バッ グ） の持

参の徹底等の普八啓発、指導、 地域協定を垢ＮＮ］し か関係者の連携方策等を行い、 スー

パーマーケッ ト等 のノｊヽ売店での容器包装の使ＪＩ］の合‾ミイヒを行う。

・リ ターナブル容器、 肖生資源 をＪ京材料と して利Ｊ≡目 した製ぬの積極的な禾｜」 ル］ 、販売のＷ

進

７． 分別１１又集をするものと したさ器廃棄物の種類ｊａび肖該き器包装廃棄物のな集に｛果る

分１３１｝の ＩＸ分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ｉ宍第８条第２　ＪＥａ第 ３そ）

廃棄物処Ｊミ施設の整備状況八び再商品 イヒ計画等を総合的に勘案 し、 分タ３１ＪＵ又集 をす る容

器包装廃棄物の種類を次夫か欄のよ うに定め る。

また 、市Ｒの協力 度、 南あ わじ 市が 有す るＷこ管 ・資源化施鼈等を蕪案 し、 収集 に係る

分ｊｊｌ」の ［萢分は、次蓑右欄の とお りと するｏ



分Ｓ ｒｊ ４又集する容器包装廃棄物の種類 収集に係 る分加の種類

士と して スチール製の容器 スチ ール缶

主と してアル ミ製の容ぢ アル ミ缶

主と してガラ ス製の容器

無色 無色 ビン

茶色 茶色 ビン

その他 黒・ 緑・ 青色ビン

主と して紙製の容器包装であっ て飲料を充填す

るた めの もの （原材料 とし てア ルミ ニウ ムが利用

されてい るも のを 除Ｏ

飲料鴇紙パック

主と して賢ボール製の容器 段ボール

圭と して紙製容器であって七記八外のもの
厚紙、ボール紙等の紙製容器包装

（雑誌・ その他の紙類に分類）

工と してポリ 工子レンテレフク レー ト（ ＰＥ Ｔ）

製の容器であ って飲料又は倍加 を充填するため

のも のぞその他工務九をが定める商脆を含む

ペッ トボ トル

主と して プラ スチ ック 製の容器包装であ って上

記い、外のもの

白色の発泡ス チロ ール製女砿ト レイ （以 下「 白色

トレ イ」 と表 記）

ペッ トボ トル、白色ト レイ 勁、外のプラ スチ ック製

容器包装

８。 各年度において得られる分ＳＩ』基準適合物の特定分ｊａｌＪＪＩ準適合物ごとのｔＡび容器包

装リ サイ クルま第２条第６ １１に規定する圭務省令で定める物のｊｌｋのＪむきみ

（法第８条第 ２　ＪＪｉ第 ４そ）

別　紙



９。 各年度において得られる分加Ｘ準適合物の特定分加ＪＩ準適合物ごとのｔｊ１び容器包

装リ サイ クルｉ宍第２ 条第 ６４に規定する主務省令で定める物のまの叉ｊきみ

特定分加奈準適合特等の量‾反び容器包装リ サイ クル法第 ２粂第６ 項に規定する芫務

省令で定める物の量の見迅

＝　 百往年度の分屶」基準適合物等の収集実績　 ｘ　 人口 変動率

また 、人 口変動率 は、 平成 ３０ 年度 から 令和 ４年度の 人口 より 次の とお り設 定し た。

令和 ５年度 令和 ６年度 令和 ７牛皮 令和 ８牛皮 令手口９ 年度

４４，９６０人

（対Ｋ４ 年度比）

９８ ．８ １％

４４ ，４２６人

（対 Ｋ４ 年度 脆）

９７ ．６ ４％

４３ ，８９９人

（対 Ｒ４ 年度 Ｌヒ）

９６ ．４ ８％

４３ ，３ ７７人

（対 Ｒ４ 牛皮 Ｊニ ヒ）

９５ ．３ ３％

４２ ，８６２人

（対 Ｒ４ 年度 Ｊニ ヒ）

９４ ．２ ０％

１０．分Ｓりな集を実施するものに関するＪＩ本白りな事４

（法第８条第２項第５ 号）

分ＳＩ」 １又集は、現行の収集体制 を翦ｉＮＸ］ して行う。

なお、市Ｒ回体による集回回｜又‾ｙｋび協力事業者によ る店頭回效を推進する こと とする。

分ｉ」旬、集する

容器包装廃棄物の種類

収集に係る

分別のＫ分
収集 ・Ｓ搬のａ階 Ｓ１３「」・ 縦管等ａ階

スチール製の容器包装 スチール缶

委託 業者 による

指定 日回収

市アル ミニ ウム製の容器包装 アル ミ缶

ガラ ス製の容器包装
茶色、無色、 黒・

ル・ 青色 ビン

主と して紙製の容器包装であっ て飲

料を充填するためのもの
紙パ ック

民間業者
賢ボール製の容器包装 段ボール

主と して紙製容器であって段ボール

勁、外の組
雑誌 ・そ の他紙類

ポリ エ千 レン テレ フク レー ト（ ＰＥ

Ｔ） 製の容器
ペッ トボ トル

市

圭と してプラ スチ ック 製の容器包装

であ って ペッ トボ トル以外 のもの

白色 トレイ

プラ スチ ック製

の容器包装



１１．分ＳＩ』な集のｊ目 に供する施ａのき備に関する事項

（ま第８ 条第 ２ＪＪ｛第６ 号｝

市［大］ に瓱在し てい た保管崔八を集約する とと もに 、プ ラス チッ ク製容器む装のみＳＩＪ效

集を実施する ため、平成２ １年度に 中央 リサイク ルセ ンタ ーを新鼈 した。

おＳＩ」 １Ｘ又集のＪ９に供する施鼈計画を下表に示す。

分ｊ３１」な集する

容器を装廃棄物の種類

収集に係る

分別の区分
な集容器 収集車 中間 夕１を

スチール製容器 スチール缶

プラ スチ ック

コン テナ

２ｔ ダンプ

２　１Ｊ ハッ カー車

市が設置 している

スト ック ヤード

アル ミ製容器 アル ミ缶

無色のガラス製容器 無色 ビン

茶色のガラス製容器 茶色 ビン

その他ガラス製容器 黒緑青色ビン

飲料Ｈ］紙製容器 紙パ ック

袋ズは縛 る， ２ｔ ダンプ 號間業者 （委託）の

スト ック ヤード

段ボール 段ボール

その他紙製容器包装 雑誌・そ の他紙類

ペッ トボ トル ペッ トボ トル

袋

２ｔ ダンプ

２ｔ ハッ カー車

巾か愉、置し ている

スト ック ヤード

その他の プラ スチ ック

製の容器包装

白色 トレイ

２ｔ ダンプ
市が設置 して いる

スト ック ヤードプラ スチ ック製

の容器包装

１２．その他容器包装廃棄物の分ＳＩＪ ｌｔ又集の実加ｉに回 し１１１Ｓな事・

・容器包装廃棄物 の分ＳＩ 」１１又集を ト工ｙ祗かつ効率自刎こ進 めて いく ため 、市Ｒや事業者の意

見要望を反映 させ、分別の 「萢分と 簒準に従って適ｊＥに排芭 され るよ うに啓を活動を

行う。

・毎年度、分ＳＩ」鼈集計両記載事Ｊミ気の実績を確認し、笆録し、３ 年後の計圃改定毀ににｔ

その記録を基に事後評価を行う こと とする。



（別 紙）

各年度において４１られるｊｌＳｊ基準適合物の特定・■基準・合物ごとの・ａび法第２粂第６Ｊｉに規定する■務省令で定める物の・の・ｉ２ｓみ
（法 第８ 粂第 ２項 第４ 号）

容ａ包装廃棄物ｇｌ目 令禾ｒ］ ５年度 令和６年度 令和フ年度 令禾ロ８年度 令ね９年度 ４又集量算定の根拠

スチール製容器（ｔ）

行政回収 ３６ ．０ ３５ ．ｊ ：苟 ．１ ３４ ，７ ３４ ．３
ＲＩ ～３実綫をえに原単ａを設定バ原単位）０８４
ｘ人 口ｘ ａＳ 人Ｄ 率÷ ｌｇ ｆｌ皿

集回回収

店頭回収

小計 ：３ ６．０ ３５ ．５ ３５ ．１ ３４ ．７ ＩＭ．・ふ

アルミ製容Ｓ（ｔ）

行政回収 ７６ ．へ ７５ ．５ ７４ ．６ ７３ ．７ ７２ ．９ 同Ｘ ．圃Ｏｊ １位 ）１ ．７ ｋｇ。

集回回収

店頭回収 ２．９ ２．９ ２．９ ２．９ ２．９

ノ」巾 ７９，・χ ７８ ．４ ７７ 、５ ７６ ，６ ７５ ．８

無色
ガラス製容器

（ｔ）

指定ま人ｇｌ 渡量 ９４ ．へ ９３ ．３ ９２ ．２ ９１ ．１ ９０．０ Ｎ、０．（原 中匳 ）２ ．１ ｋｇ。

独白処理
量

行政回収

集回回収

店頭回収

小計 ９４ ．４ ９３ ．Ｉふ ９２．Ｉ乙 ９１ ．１ ９０ ．０

茶色
ガラス製容Ｓ

（ｔ）

指定法人引渡量 １２ １．４ １２０．０ １１ ８．５ １１ ７．１ □５．７ ［‥‘］ １１ （原 ｑｉか． ）２ ．７ ｋｇ、

独自処理
量

行政回収

集団回収

店Ｍ回収

小計 １２ １．４ １２０．０ １１ ８．５ １１ ７．１ 目５ ．７

その他
ガラス製容器

（ｔ）

指定法人り１渡量 ２２ ．５ ２２ ，２ ２１ ，９ ２１ ，７ ２１ ．へ 同Ｌ （辱黝．位） ０． ５ｋ ｇ。

独自処理
量

行政回収

集回回収

店頭回収 ０．２ ０．２ ０．２ ０．２ ０．２

／卜計 ２２ ，７ ２２ ．４ ］２ ，１ ２１ ．９ ２１ ．６

ｔ料ｇｌ紙パック容Ｓ（ｔ）

行政回収 ３．６ ３．６ ３．６ ３．５ ３．５ 同ト （賢、埣。位 ）０ ．１ ｋｇ。

集回回収

店頭回収 １１．５ ２．５ ２．５ ２．５ ２．５

小計 ６．１ ６．１ ６．１ ６．０ ６．０

段ボール（ｔ）

行政回収 ２４ ４．６ ２１ ４．７ ２へＡ．８ ２４４．８ ２４ ４．８ ｌｊｊト （原 ＷＯ ６． ８ｋ ｇ、

集回回４又

店頭回収

小計 ２か１．６ ２４ ４．７ ２４ ４．８ ２４ ４．８ ２４ ４．８

そのを紙製容Ｓ包装（ｔ）

指定法人５１渡量

独白処理
量

行政回収 ２１ ．４ コ．９ ２２ ．５ ２３ ．１ ２３．６ ト］ Ｉ・ （肓局や．） Ｉ． ９ｋ ｇ。

集団回収

店頭回収

小計 ２１ ．へ ２１ ．９ ２２ ．５ ２３ ．１ ２３ 、６

ベッドボトル
（ｔ）

指定法人５１渡量 ８９，０ ８８．９ ８８ ．９ ８８．７ ８８．６ 同ト．（ 涼り・Ｍ ．） Ｉ乙．２ ｋｇ、

独自処理
量

行政回収

集回回収

店頭回４又 ・ｌ ．８ ・χ．８ ４，８ ４．８ ４．８

小計 ９３ ．８ ９３ ．７ ９３ ．７ ９３ ．５ ９３ ．４

そのきプラスチック製容Ｓ
さ！装

（ｔ）

指定法人ｇｌ渡量 １４ １．６ １４ １、８ １４２．０ １４ ２．１ 図２．２ 同ｌ ｌ（ 回．糢や．） ４． ２ｋ ｇ、

独自処理
量

行政回収

集回回収

店頭回収 ｌ．３ ｜．３ Ｉ， 「ふ ］、３ □

小計 １４ ２．９ １４３．１ ｌｊ ３．３ １４ ３．４ １４ ３．５

うち白色トレ
イ

指定法人引渡量 ０．３ ０．３ ０．３ ０．３ ０．３ 同Ｌ （抑．啅．ＶＩ／ ）０ ．０ １ｋｋ

独自処理
量

行政回収

集回回収

店頭回収 ０．６ ０．６ ０，６ ０．６ ０．６

小計 ｏ、９ ０．９ ０．９ ０．９ ０．９

分１基準適合物見１！み値 合計 （ｔ） ８６２．６ ８５ ９．１ ８５ ５．８ ８５ ２．２ ８４８．７

各年度（４９ １日時点）推ｔ十人口 （人） ヘヘ，９６０ ４・Ｕ２６ ４３ ，８ ９９ ４３ ，３ ７７ ’１ ２，８６２


